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兵庫県告示第500号 

 １に掲げる公印を令和８年５月31日限り廃止し、２に掲げる公印を新調し、同年６月１日からその使用を開

始する。 

  令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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１ 廃止公印の名称及び印影 

 

兵庫県阪神北県民局長印

（伊丹県税事務所） 

２ 新調公印の名称及び印影 

 

兵庫県阪神北県民局長印

（伊丹県税事務所） 

 

 

兵庫県告示第501号 

 第375回（定例）兵庫県議会を令和８年６月２日神戸市に招集する。 

  令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 

兵庫県告示第502号 

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により、申出（有効期限の更新）のあっ

た次の医療機関を救急病院と認定した。 

  令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 名 称  神戸百年記念病院 

所 在 地  神戸市兵庫区御崎町１丁目９番１号 

認 定 年 月 日  令和８年５月21日 

認定の有効期限  令和11年５月20日 

２ 名 称  公文病院 

所 在 地  神戸市長田区梅ケ香町１丁目12番７号 

認 定 年 月 日  令和８年５月23日 

認定の有効期限  令和11年５月22日 

 

兵庫県告示第503号 

 クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第８条の２第１項及び第８条の３の規定により、クリーニング師

研修及び業務従事者に対する講習を次のとおり指定する。 

  令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  
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１ 主催者の名称及び所在地 

  名 称 公益財団法人全国生活衛生営業指導センター 

  所在地 東京都港区新橋６丁目８番２号 

２ 会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地 

  名 称 公益財団法人兵庫県生活衛生営業指導センター 

  所在地 神戸市中央区下山手通６丁目３番28号 兵庫県中央労働センター５階 

３ 日程、会場等 

(1) 研修 

 ア 集合型 

開催年月日 会場名 所在地 予定人員 

令和８年７月９日（木） 小野商工会議所 小野市王子町800－１ 40人 

令和８年７月23日（木） 
宝塚市男女共同参画センタ

ー・エル 
宝塚市栄町２丁目１－２ソリオ２ 60人 

令和８年８月20日（木） たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 40人 

令和８年９月10日（木） 洲本市文化体育館 洲本市塩屋町１丁目１－17 30人 

令和８年10月４日（日） 神戸市教育会館 神戸市中央区下山手通４－10－５ 60人 

 イ オンライン型 

開催年月日 受講方法 受講場所 

令和８年５月１日（金）～ 

令和９年３月31日（水） 
オンデマンド方式 自宅等におけるオンデマンド受講 

(2) 講習 

ア 集合型（第１型） 

開催年月日 会場名 所在地 予定人員 

令和８年７月16日（木） 小野商工会議所 小野市王子町800－１ 40人 

令和８年７月30日（木） 
宝塚市男女共同参画セン

ター・エル 
宝塚市栄町２丁目１－２ソリオ２ 70人 

令和８年８月27日（木） たつの市青少年館 たつの市龍野町富永 30人 

令和８年９月17日（木） 洲本市文化体育館 洲本市塩屋町１丁目１－17 40人 

令和８年10月29日（木） 神戸市教育会館 神戸市中央区下山手通４－10－５ 90人 

 イ オンライン型（第１型） 

開催年月日 受講方法 受講場所 

令和８年５月１日（金）～ 

令和９年３月31日（水） 
オンデマンド方式 自宅等におけるオンデマンド受講 

 ウ 通信型（第２型） 

 受付開始年月日 令和８年10月30日（金） 

 受付締切年月日 令和８年11月13日（金） 

レポート提出締切年月日 令和８年12月18日（金） 
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(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習（オンライン型） 

開催年月日 受講方法 受講場所 

令和８年５月１日（金）～ 

令和９年３月31日（水） 
オンデマンド方式 自宅等におけるオンデマンド受講 

４ 科目及び時間数 

(1) 研修 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 講習 

講習科目 初回者時間数 継続者時間数 

衛生法規及び公衆衛生 1.0時間 1.0時間 

洗濯物の受取、保管及び引渡し 1.0時間 1.0時間 

洗濯物の処理 1.0時間 1.0時間 

繊維及び繊維製品 1.0時間 1.0時間 

レポート 有 有 

計 4.0時間 4.0時間 

 (3) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習（オンライン型） 

 

 

 

 

５ 受講料 

(1) 集合・通信型 

研修受講料（特別管理産業廃棄物管理責任者講習を含まない） 5,000円 

講習受講料                        4,500円 

(2) オンライン型 

研修受講料（特別管理産業廃棄物管理責任者講習を含まない） 5,000円 

  研修受講料（特別管理産業廃棄物管理責任者講習を含む）   8,000円 

  特別管理産業廃棄物管理責任者講習受講料          3,000円 

  講習受講料                        4,500円 

６ 受講についての問合わせ先 

(1) 集合・通信型 

   公益財団法人兵庫県生活衛生営業指導センター 

   電話（078）361－8097 

研修科目 初回者時間数 継続者時間数 

衛生法規及び公衆衛生 1.0時間 1.0時間 

洗濯物の受取、保管及び引渡し 1.0時間 1.0時間 

洗濯物の処理 1.0時間 1.0時間 

繊維及び繊維製品 1.0時間 1.0時間 

レポート 有 有 

計 4.0時間 4.0時間 

講習科目 時間数 

クリーニング所における特別管理産業廃棄物 2.0時間 
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(2) オンライン型 

   （株）ＧａｋｋｅｎＬＸ ｅラーニングサポートセンター 

   電話（03）6635－1607 

 

兵庫県告示第504号 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第５条第１項の規定により、兵庫県農業振興地域

整備基本方針（昭和45年兵庫県告示第450号）を変更したので、同条第３項において準用する同法第４条第７項

の規定に基づき公表する。 

 なお、その詳細は、兵庫県農林水産部総合農政課及び各県民局・県民センター農林（水産）振興事務所に備

え置いて縦覧に供する。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 

兵庫県告示第505号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次の土地改良区から役員の就任の届出があ

った。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

沢田土地改良区 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        林   幹 夫      たつの市神岡町沢田117番地 

 

兵庫県告示第506号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

あまじ区土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        村 田 達 哉      神崎郡市川町近平307番地の１ 

就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        岡 本 勝 彦      神崎郡市川町近平387番地の１ 

 

兵庫県告示第507号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

大塚土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        岩 本 弘 行      養父市大塚134番地 

    同         生 田   豊      同 市大塚136番地２ 

    同         平 山 正       同 市養父市場266番地 



令和８年５月26日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 722 号 

6 

    同         髙 品 勝 三      同 市鉄屋米地258番地 

    同         宮 本 忠 雄      同 市中米地375番地 

    同         佐 藤 勝 弘      同 市奥米地1224番地２ 

   監 事        森 元   諭      同 市大塚139番地１ 

    同         橋 本 一 郎      同 市大塚255番地14 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        岩 本 弘 行      養父市大塚134番地 

    同         生 田   豊      同 市大塚136番地２ 

    同         平 山 正       同 市養父市場266番地 

    同         髙 品 勝 三      同 市鉄屋米地258番地 

    同         宮 本 忠 雄      同 市中米地375番地 

    同         佐 藤 勝 弘      同 市奥米地1224番地２ 

   監 事        森 元   諭      同 市大塚139番地１ 

    同         橋 本 一 郎      同 市大塚255番地14 

 

兵庫県告示第508号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の

届出があった。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

朝来土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        村 田 公 夫      朝来市羽渕170番地 

    同         中 島   修      同 市物部1348番地２ 

    同         清 原 敬 二      同 市岩津1276番地１ 

同         木 村   繁      同 市岩津169番地１ 

    同         藤 原 俊 幸      同 市田路352番地 

    同         西 垣 春 男      同 市田路824番地 

    同         長谷波 茂 男      同 市八代51番地２ 

    同         糸 谷   進      同 市佐嚢753番地 

    同         和 田 利太郎      同 市山口119番地 

    同         椿 野 一 司      同 市立野543番地 

    同         羽 渕 富 夫      同 市新井476番地 

    同         三 浦 雅 幸      同 市立脇68番地 

    同         羽 田 泰 久      同 市桑市255番地 

    同         小 谷   勉      同 市石田665番地 

    同         田 中 繁 巳      同 市石田261番地１ 

    同         尾 﨑 八 郎      同 市澤567番地 

    同         石 田 隆 徳      同 市山内１番地２ 

    同         南 光 康 彦      同 市和田山町安井820番地15 

    同         池 本 晃 市      同 市立脇664番地９ 

監 事        嵯峨山   博      同 市岩津1221番地 

    同         山 田   博      同 市佐嚢461番地 

同         伊 藤 泰 二      同 市多々良木1435番地２ 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        山 田 卓 己      朝来市佐嚢468番地 
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    同         中 島   修      同 市物部1348番地２ 

    同         清 原 敬 二      同 市岩津1276番地１ 

同         木 村   繁      同 市岩津169番地１ 

    同         藤 原 俊 幸      同 市田路352番地 

    同         西 垣 春 男      同 市田路824番地 

    同         北 垣 利 晃      同 市羽渕631番地 

    同         糸 谷   進      同 市佐嚢753番地 

    同         坂 田 哲一郎      同 市山口36番地 

    同         椿 野 智 昭      同 市立野330番地２ 

    同         羽 渕 富 夫      同 市新井476番地 

    同         伊 藤 泰 二      同 市多々良木1435番地２ 

    同         梶 谷 卓 也      同 市立脇347番地 

    同         小 谷 秀 之      同 市石田1182番地 

    同         田 中 繁 巳      同 市石田261番地１ 

    同         石 田 隆 徳      同 市山内１番地２ 

    同         山 本 弘 美      養父市八鹿町朝倉401番地11 

    同         池 本 晃 市      朝来市立脇664番地９ 

監 事        平 山 貴 彦      同 市羽渕773番地６ 

    同         長谷波 茂 男      同 市八代51番地２ 

同         羽 田 泰 久      同 市桑市255番地 

 

兵庫県告示第509号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

土地改良区の名称 認可年月日 

神戸市岩岡上土地改良区 令和８年４月17日 

 

 

兵庫県告示第510号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

土地改良区の名称 認可年月日 

見性寺井堰土地改良区 令和８年４月22日 

 

 

兵庫県告示第511号 

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第１項第１号の規定により、次の加入区については、

令和４年兵庫県告示第638号（付保義務の発生）で告示した加入区の指定による保険に付すべき義務は、令和８

年６月２日限りで消滅する。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

洲本炬口 加入区 
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兵庫県告示第512号 

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第１項第１号の規定により、次の加入区については、

令和４年兵庫県告示第639号（付保義務の発生）で告示した加入区の指定による保険に付すべき義務は、令和８

年６月５日限りで消滅する。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 坊勢 加入区 

 

兵庫県告示第513号 

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定により提出された義務付保同意成立届を

審査した結果、次の加入区については、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めた。 

なお、保険に付すべき義務は、令和８年６月３日から発生する。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 洲本炬口 加入区 

 

兵庫県告示第514号 

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定により提出された義務付保同意成立届を

審査した結果、次の加入区については、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めた。 

なお、保険に付すべき義務は、令和８年６月６日から発生する。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 坊勢 加入区 

 

兵庫県告示第515号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、令和８年５月26日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、令和８年５月26日から２週間、東播磨県民局加古川土木事務所において一般の縦覧に供す

る。 

  令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新 
敷地の幅員 
（メートル） 

延 長 
（メートル） 

備考 

県道 

二 見 港 土 山 線 

明石市二見町西二見字更池ノ内1562番16から 

同 市二見町西二見字大池ノ内1657番44まで 

旧 
30.0から 

30.0まで 
54.0 

 

新 
32.0から 

32.0まで 
54.0 

 
 

公 告 

 

   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり
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大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 アスパ高砂ショッピングセンター 

所在地 高砂市緑丘二丁目１番40号 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称           住所             代表者の氏名 

高砂北部開発株式会社   高砂市緑丘二丁目１番40号   小 林 秀 行 

３ 変更事項 

 (1) 大規模小売店舗の設置者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称           住所             代表者の氏名 

高砂北部開発株式会社   高砂市緑丘二丁目１番40号   川 野 範 和 

 イ 変更後 

名称           住所             代表者の氏名 

高砂北部開発株式会社   高砂市緑丘二丁目１番40号   小 林 秀 行 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称            住所                    代表者の氏名 

イオンリテール株式会社   千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１       井 出 武 美 

株式会社大貫堂印房     姫路市神屋町四丁目88番地          大 貫 弘 史 

株式会社ハニーズホール   福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27－１   江 尻 英 介 

ディングス 

外19者 

 イ 変更後 

名称            住所                    代表者の氏名 

イオンリテール株式会社   千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１       古 澤 康 之 

株式会社大貫堂印房     姫路市神屋町四丁目88番地          大 貫 良 子 

外18者 

４ 変更年月日 

令和７年11月26日外 

５ 届出年月日 

  令和８年５月７日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課 

(2) 縦覧期間 

  令和８年５月26日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和８年９月28日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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   大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり

大規模小売店舗の変更の届出があった。 

 ついては、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置している者がその周辺の地域の

生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対

し、意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

令和８年５月26日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 イオン社店 

所在地 加東市社字柿ヶ坪1128－１ 

２ 大規模小売店舗を設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

名称            住所                  代表者の氏名 

イオンリテール株式会社   千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１     古 澤 康 之 

株式会社Joshin       大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   高 橋 徹 也 

３ 変更事項 

 (1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 ア 変更前 

名称             所在地 

やしろショッピングパーク   加東市社字柿ヶ坪1128－１外 

 イ 変更後 

名称             所在地 

イオン社店          加東市社字柿ヶ坪1128－１ 

 (2) 大規模小売店舗の設置者の名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称         住所                  代表者の氏名 

上新電機株式会社   大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   金 谷 隆 平 

外１者 

 イ 変更後 

名称         住所                  代表者の氏名 

株式会社Joshin    大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   高 橋 徹 也 

外１者 

 (3) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 ア 変更前 

名称            住所                  代表者の氏名 

イオンリテール株式会社   千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１     井 出 武 美 

上新電機株式会社      大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   金 谷 隆 平 

有限会社カヤマ       加東市社763番地             岩 崎 大冶郎 

外14者 

 イ 変更後 

名称            住所                  代表者の氏名 

イオンリテール株式会社   千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１     古 澤 康 之 

株式会社Joshin       大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号   高 橋 徹 也 

有限会社ライム       小野市高山町1836番地の84        青 木 延 夫 

外11者 

４ 変更年月日 

令和８年４月１日外 
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５ 届出年月日 

  令和８年５月11日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県まちづくり部都市計画課 

(2) 縦覧期間 

  令和８年５月26日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限 

令和８年９月28日 

(2) 提出先 

兵庫県まちづくり部都市計画課 

   〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

令和８年５月26日 

契約担当者          

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

備蓄物資（気化式冷風機・災害用暖房機器）一式 

(2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 納入期限 

令和８年７月31日（金）他 

(4) 納入場所 

兵庫県災害対策センター及び県内備蓄倉庫４箇所（詳細は仕様書のとおり） 

(5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

   落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110

分の100に相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225 

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、書面又は電子によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。 

(1) 書面による入札 

ア 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所並びに問合せ先 
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 〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県出納局物品管理課 担当 児玉 

電話（078）341－7711 内線75787 ＦＡＸ（078）362－3928 

イ 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間並びに入札説明書の交

付期間 

 令和８年５月26日（火）から同年６月９日（火）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県

条例第15号）第２条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の毎日午前９時

から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  ウ 入札・開札の日時及び場所 

 令和８年７月３日（金）午前11時 兵庫県庁１号館１階入札室 

  エ 入札書の提出期限 

上記ウの入札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による

入札については、令和８年７月２日（木）午後５時までに上記アの場所に必着のこと。 

(2) 電子による入札 

   兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）の利用による入札（以下「電子

入札」という。）及び開札手続を行うものとし、この場合は以下によること。 

ア 参加申込みの期間 

令和８年５月26日（火）から同年６月９日（火）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後８

時まで（令和８年６月９日（火）は午後４時までとする。） 

イ 入札の日時 

令和８年６月26日（金）午後５時から同年７月３日（金）午前11時まで（県の休日を除く。） 

ウ 開札日時及び場所は上記(1)ウに同じ。 

４ 仕様確認等 

(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札しようとする物品の仕様書との適合性について、次によ

り必ず確認を受けること。 

  ア 受付期間 

    令和８年５月27日（水）から同年６月19日（金）まで（県の休日を除く。）の毎日午前９時から午後４

時まで（持参の場合は、正午から午後１時までを除く。）の間に提出すること。 

    電子入札システムによる場合は、令和８年５月27日（水）から同年６月９日（火）まで（県の休日を

除く。）の毎日午前９時から午後８時まで（令和８年６月９日（火）は午後４時までとする。）の間に提

出すること。 

  イ 受付場所 

 上記３(1)アに同じ。 

  ウ 提出書類 

   (ｱ) 仕様確認申込書 

   (ｲ) 仕様を満たしていることを確認できるカタログ等 

  エ 提出方法 

    電子入札システム、持参又はＦＡＸにより提出すること。 

  オ 確認の結果 

    令和８年６月26日（金）午後５時までに通知する。 

(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)ウの提出書類に関し説明を求められ 

た場合は、それに応じること。 

(3) 入札者は、上記(1)オで認められた物品にかかる金額で入札すること。 

５ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額）の100分の５以上の額
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の入札保証金を令和８年７月１日（水）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に

県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出するこ

と。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納付しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しその保険証書を契約保証金に代えて提出する

場合、「誓約書（契約保証金の免除についての誓約書）」を提出する場合、契約金額が200万円以下の場合等

は、契約保証金を免除する。 

(4) 入札に関する条件 

ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うか、又は電子入札をすること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和８年７月22日

（水）まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること（電子入札を除く。）。 

キ 代理人が入札する場合は、入札開始までに入札執行者に届出すること。 

なお、電子入札の場合は、事前に承認された代理人に限る。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと（電子入札を除く。）。 

ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない物品にかかる入札、提出

書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

   要作成 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(8) その他 

詳細は、入札説明書による。 

６ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of head of the procuring entity: 

Saito Motohiko, Governor of Hyogo Prefecture 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

1 set of Stockpiled supplies（Evaporative air cooler and Disaster-use heating equipment） 

(3) Delivery period: July 31, 2026, etc. 

(4) Delivery place: 

The Hyogo Disaster Management Center and 4 emergency supplies storehouses in Hyogo Prefectural 

(5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00  June 9，2026 

(6) Deadline for tender: 

11:00  July 3, 2026 by direct delivery, electronic bidding system 

17:00  July 2，2026 by mail 
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(7) Person to contact concerning the notice: 

Mr.Kodama, Personnel and Procurement Division, Treasury Bureau, Hyogo Prefectural 

Government 5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 

TEL (078)341-7711 extension 75787 
 

選 挙 管 理 委 員 会 告 示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第39号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項、第７条第１項及び第17条第１

項の規定により、次のとおり政治団体の設立、届出事項の異動及び解散の届出があった。 

  令和８年５月26日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 政治団体の設立の届出 

(1) 政党の支部 

ア 法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 
会計責任者 

の 氏 名 

主たる事務所の所在

地 

公職の種類 

（第１号） 
届出年月日 

中道改革連合兵庫

県第５区総支部 
川 戸 康 嗣 永 江 一 之 

神戸市中央区下山手

通４―６―10―201 
衆議院議員 令和８年１月21日 

(2) その他の政治団体 

ア 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日 

あきたよしひさ後援会 穐 田 佳 久 穐 田 里 和 姫路市書写2696―13 令和８年２月27日 

いそべ愛と歩む会 久 保 佳世子 金 山 次 代 
宝塚市平井１丁目６番14号 

（有）プラネット内 
令和８年２月６日 

岩本匡史後援会 橋 詰 政 直 管 田 昌 司 洲本市五色町都志271―６ 令和８年２月９日 

上谷ゆみ後援会 上 谷 幸 美 吉 岡 政 和 
西宮市山口町上山口４丁目５―

12 
令和８年１月29日 

川戸康嗣後援会 川 戸 康 嗣 前河内 一 浩 三田市狭間が丘３―９―１ 令和７年12月18日 

駒田史哉後援会 駒 田 史 哉 駒 田 史 哉 
伊丹市昆陽東１丁目２―27プラ

ウドシティ伊丹542 
令和８年１月23日 

小松せいじ後援会 小 松 精 二 小 松 精 二 たつの市龍野町片山448番地３ 令和８年２月２日 

市民の会 山 中 裕 司 金 尾 良 信 
明石市藤江1081―33シャーメゾ

ングリシーヌ101 
令和８年２月18日 

重田直人後援会 重 田 直 人 重 田 直 人 佐用郡佐用町長尾805―６ 令和８年２月12日 

田中康弘後援会 田 中 康 弘 田 中 康 弘 加古川市尾上町今福558―１ 令和８年２月24日 

延原直樹後援会 延 原 直 樹 漣   糸 乃 洲本市畑田組289番地 令和８年２月２日 

ひろせ智彦後援会  瀬 智 彦  瀬 智 彦 洲本市海岸通２丁目４―28 令和８年２月13日 

森よしゆき後援会 久保田 泰 司 久保田 泰 司 洲本市宇原335 令和８年２月19日 

山口純の後援会 山 口   純 山 口   純 神崎郡福崎町高岡146番地１ 令和８年２月17日 
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２ 政治団体の届出事項の異動の届出 

(1) 政党の支部 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 異動内容 異動年月日 

参政党兵庫第５支部 中 井 直 孝 会計責任者の氏名 
新 松 岡 康 子 

令和８年２月11日 
旧 板 西 雅 代 

自由民主党西宮支部 吉 岡 政 和 
主たる事務所の所

在地 

新 西宮市生瀬町１―16―14 

令和８年２月５日 
旧 

西宮市櫨塚町３―４Ｃｒｉｃ

ｅＮｉｋｋｏ西宮304 

自由民主党揖保郡太

子町支部 
山 口 晋 平 

主たる事務所の所

在地 

新 揖保郡太子町矢田部385―５ 
令和８年２月19日 

旧 揖保郡太子町糸井１の50 

立憲民主党兵庫県総

支部連合会 
横 畑 和 幸 代表者の氏名 

新 横 畑 和 幸 
令和８年２月22日 

旧 井 坂 信 彦 

立憲民主党兵庫県第

１区総支部 
横 畑 和 幸 

代表者の氏名 
新 横 畑 和 幸 

令和８年１月20日 
旧 井 坂 信 彦 

会計責任者の氏名 
新 万 谷 智 昭 

令和７年12月11日 
旧 井 坂 信 彦 

国会議員関係政治

団体の区分 

新 
国会議員関係政治団体以外の

政治団体 
令和８年１月20日 

旧 
法第19条の７第１項第１号に

係る国会議員関係政治団体 

立憲民主党兵庫県第

４区総支部 
永 江 一 之 

代表者の氏名 
新 永 江 一 之 

令和８年１月20日 

旧 井 坂 信 彦 

国会議員関係政治

団体の区分 

新 
国会議員関係政治団体以外の

政治団体 

旧 
法第19条の７第１項第１号に

係る国会議員関係政治団体 
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(2) その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 異動内容 異動年月日 

尼崎から推薦議員を

支援する会 
上 川 裕 稔 会計責任者の氏名 

新 濟 藤 勢 也 
令和８年１月30日 

旧 髙 島   進 

あやま正人後援会 峰 健 太 郎 

代表者の氏名 
新 峰   健太郎 

令和８年２月24日 
旧 藤 本 貴 也 

会計責任者の氏名 
新 上 杉 雄 紀 

旧 岡   翔 太 

あやま正人を育てる

会 
阿 山 正 人 会計責任者の氏名 

新 上 杉 雄 紀 
令和８年２月24日 

旧 岡   翔 太 

井川弘光後援会 井 川 嘉 子 

主たる事務所の所

在地 

新 
神戸市垂水区清玄町30番―

１ 
令和７年12月１日 

旧 
神戸市垂水区小束山６丁目

７番地の８ 

代表者の氏名 
新 井 川 嘉 子 

令和８年１月30日 
旧 井 川 弘 光 

井坂信彦事務所 井 坂 信 彦 会計責任者の氏名 
新 万 谷 智 昭 

令和７年12月11日 
旧 井 坂 信 彦 

大西雅子後援会 大 西 雅 子 会計責任者の氏名 
新 大 西 雅 子 

令和７年10月22日 
旧 小笠原 明 裕 

輝くひとみの会 多 田 ひとみ 

国会議員関係政治

団体の区分 

新 
国会議員関係政治団体以外

の政治団体 

令和７年８月１日 

旧 

法第19条の７第１項第１号

及び第２号に係る国会議員

関係政治団体 

主たる事務所の所

在地 

新 
大阪府豊中市利倉西２―１

―14 

旧 
神戸市中央区中山手通４―

17―２セントラルビル３Ｆ 

川崎重工労働組合明

石支部政治活動委員

会 

松 尾 雄 太 

代表者の氏名 
新 松 尾 雄 太 

令和７年12月１日 
旧 重 宮 秀 人 

会計責任者の氏名 
新 冨 上 泰 央 

旧 松 尾 雄 太 

川戸康嗣後援会 川 戸 康 嗣 
主たる事務所の所

在地 

新 三田市上井沢56―３ 
令和８年２月21日 

旧 三田市狭間が丘３―９―１ 
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幸福実現党播磨中央

後援会 
藤 井 宏 一 会計責任者の氏名 

新 飯 盛 有由未 
令和８年２月１日 

旧 貴伝名 慈 美 

神戸製鋼所労働組合

神戸支部政治活動委

員会 

大 木 裕 一 

代表者の氏名 
新 大 木 裕 一 

令和７年９月１日 
旧 山 口 康 志 

会計責任者の氏名 
新 中 野   賢 

旧 大 木 裕 一 

政策実現を目指す会 峰   健太郎 

代表者の氏名 
新 峰   健太郎 

令和８年２月24日 
旧 藤 本 貴 也 

会計責任者の氏名 
新 上 杉 雄 紀 

旧 岡   翔 太 

髙谷ひろし後援会 髙 谷 浩 司 代表者の氏名 
新 髙 谷 浩 司 

令和８年２月10日 
旧 柏 野   俊 

高橋ひであき後援会 高 橋 秀 彰 

主たる事務所の所

在地 

新 丹波市市島町南539番地２ 

令和７年７月１日 
旧 

丹波市市島町南539番地―

２ 

国会議員関係政治

団体の区分 

新 

法第19条の７第１項第１号

及び第２号に係る国会議員

関係政治団体 
令和７年７月１日 

旧 

法第19条の７第１項第１号

に係る国会議員関係政治団

体 

公職の候補者の氏

名及び公職の種類

（第２号） 

新 高橋 秀彰、参議院議員 

令和７年７月１日 

旧  

公職の種類（第１

号） 

新 衆議院議員 

令和８年１月22日 

旧 参議院議員 

公職の候補者の氏

名及び公職の種類

（第２号） 

新 高橋 秀彰、衆議院議員 

旧 高橋 秀彰、参議院議員 

田中ゆうじ後援会 田 中 雄 治 

主たる事務所の所

在地 

新 小野市片山町1478―１ 

令和８年２月24日 
旧 小野市片山町1480番地の３ 

代表者の氏名 
新 田 中 雄 治 

旧 西 川 克 己 

デンソーテン労働組

合政策活動委員会 
茨 木 敬 之 代表者の氏名 

新 茨 木 敬 之 
令和８年２月13日 

旧 飯 田 裕 生 
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中野洋昌政経懇話会 中 野 洋 昌 
主たる事務所の所

在地 

新 
尼崎市七松町３丁目17―20

エクセルコートⅡ201 
令和８年２月18日 

旧 
尼崎市七松町３丁目17―20

―202号 

ながふじ正明後援会 永 藤 正 明 
主たる事務所の所

在地 

新 尼崎市塚口町６―60―８ 

令和７年９月26日 
旧 

尼崎市塚口町６丁目11番地

14 

兵庫県歯科医師連盟

丹波篠山支部 
小 嶋 一 郎 会計責任者の氏名 

新 北   洋 介 
令和８年１月31日 

旧 森 口 和 彦 

兵庫県社会福祉政治

連盟 
谷 村   誠 代表者の氏名 

新 谷 村   誠 
令和７年12月18日 

旧 井 藤 圭 湍 

兵庫県日本共産党後

援会 
平 松 順 子 代表者の氏名 

新 平 松 順 子 
令和８年２月15日 

旧 森 原 健 一 

福本愛後援会 福 本   愛 
主たる事務所の所

在地 

新 
三田市三輪２丁目１番１号

６階日本維新の会三田 
令和８年２月10日 

旧 
三田市駅前町６番５―402

号 

前川ひろかず後援会 尾 田 仁 志 代表者の氏名 
新 尾 田 仁 志 

令和８年２月19日 
旧 松 岡 光 夫 

山口さとる後援会 峰   健太郎 

代表者の氏名 
新 峰   健太郎 

令和８年２月24日 
旧 藤 本 貴 也 

会計責任者の氏名 
新 上 杉 雄 紀 

旧 岡   翔 太 

山口さとるを育てる

会 
山 口   悟 会計責任者の氏名 

新 上 杉 雄 紀 
令和８年２月24日 

旧 岡   翔 太 

山口勇樹後援会 亀 井 寛 二 会計責任者の氏名 
新 山 口 勇 樹 

令和８年２月26日 
旧 竹 原 正 明 

山下しょう後援会 山 下   祥 会計責任者の氏名 
新 山 下   祥 

令和８年２月13日 
旧 杉 村 秀 樹 

山田もとやす後援会 山 田 基 靖 
主たる事務所の所

在地 

新 姫路市北条永良町55 

令和８年２月22日 
旧 

姫路市大黒壱丁町83番地

1503 

山田ゆかり後援会 山 田 ゆかり 
主たる事務所の所

在地 

新 
加古川市加古川町寺家町91

―２―202 
令和８年２月10日 

旧 
神戸市垂水区西脇２―１―

41 
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３ 政治団体の解散の届出 

その他の政治団体 

政治団体の名称 代表者の氏名 解散年月日 

足立義美後援会 藤 岡 秀 夫 令和８年２月10日 

井川弘光後援会 井 川 嘉 子 令和８月１月30日 

健青会 原   健一郎 令和７年12月31日 

健睦会 原   哲 明 令和７年12月31日 

さかうえ太造を育てる会 篠 原 正 泰 令和７年12月31日 

西田兼治と世界に誇れる尼崎をつくる会 西 田 兼 治 令和８年２月９日 

 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第40号 

 政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第19条第２項及び第３項の規定により、次の

とおり資金管理団体の指定、届出事項の異動、指定の取消し及び資金管理団体でなくなった旨の届出があった。 

  令和８年５月26日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 永 田 秀 一  

１ 資金管理団体の指定の届出 

資金管理団体の届

出をした者（代表

者）の氏名 

公職の 

種 類 
資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

田 中 康 弘 
加古川市議

会議員 
田中康弘後援会 

加古川市尾上町今福558

―１ 
令和８年２月17日 

前 田 峻 希 
明石市議会

議員 
前田としき後援会 

明石市二見町西二見351

―５ 
令和８年２月13日 

２ 資金管理団体の届出事項の異動の届出 

資金管理団体の届

出をした者の氏名 

資金管理団体の

名称 
異動事項 異動内容 異動年月日 

中 野 洋 昌 
中野洋昌政経懇

話会 

主たる事務

所の所在地 

新 
尼崎市七松町３丁目17―20エ

クセルコートⅡ201 
令和８年２月18日 

旧 
尼崎市七松町３丁目17―20―

202号 

永 藤 正 明 
ながふじ正明後

援会 

主たる事務

所の所在地 

新 尼崎市塚口町６―60―８ 
令和７年９月26日 

旧 尼崎市塚口町６丁目11番地14 

山 田 基 靖 
山田もとやす後

援会 

主たる事務

所の所在地 

新 姫路市北条永良町55 
令和８年２月22日 

旧 姫路市大黒壱丁町83番地1503 
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３ 資金管理団体の指定の取消し等の届出 

(1) 法第19条第３項第１号による資金管理団体の指定の取消しの届出 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 取消年月日 

多 田 ひとみ 輝くひとみの会 令和７年８月１日 

(2) 法第19条第３項第２号による資金管理団体でなくなった旨の届出 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 

井 川 嘉 子  井川弘光後援会 令和８年１月30日 

 
 

教 育 委 員 会 公 告 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和８年５月26日 

契約担当者                   

兵庫県立西脇工業高等学校長 波 部   新  

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立西脇工業高等学校 特別教室空調設備リース 一式 

(2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   賃貸借期間 令和８年11月１日（日）から令和21年10月31日（月）まで 

         ※令和８年10月31日（土）までに設置のこと 

         ※賃貸借期間満了後、無償譲渡 

(4) 設置場所 

県立西脇工業高等学校 

西脇市野村町1790 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機

器設定に要する費用と(3)の期間における賃借料の合計金額を(3)の期間（156箇月）で月割りした１月当た

りの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に

相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿 

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

  兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線75787 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 
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(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225 

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該物品を第三者をして貸し付けようとする者は、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 

第三者をして貸付できる能力を有することを証明したものであること。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、県立西脇工業高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の提出

方式により行う。 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所

及び問合せ先 

〒677-0054 西脇市野村町1790 

県立西脇工業高等学校 

電話 0795-22-5506 ＦＡＸ 0795-22-5507 

         ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~nishiwaki-ths/ 

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期

間 

令和８年５月26日（火）から同年６月４日（木）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条

例第15号）第２条に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時ま

で 

※ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便による場合は、申込み書類を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札参加申込」

と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、上記期間に必着のこと。 

(3) 開札の日時及び場所 

日時 令和８年６月25日（木）午後２時 

場所 県立西脇工業高等学校 会議室（西脇市野村町1790） 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間156箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和８年６月23日（火）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代え

て提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であると

きは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り上げるものとする。）を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被

保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。 

また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札に関する条件 

ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参することにより行うこと。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す

保険期限まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 
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オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

   要 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則（昭和39年兵

庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った者を落札者とする。 

(8) 電子契約の可否 

本件は、電子契約手続の対象外とする。 

(9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of the head of the procuring entity: 

Habe Arata, Principal of Nishiwakikougyou high school in Hyogo  

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 

 A lease agreement for Nishiwakikougyou high school in Hyogo air-conditioning equipment 

(3) Contract period:  

From November 1, 2026 to October 31, 2039 

(4) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 June 4, 2026 

  (5) Date and time of tender: 

14:00 June 25, 2026 by direct delivery 

(6) Person to contact concerning the notice: 

Mr.Kusano, Nishiwakikougyou high school in Hyogo   

1790 Nomura-cho, Nishiwaki, Hyogo 677-0054 

TEL (0795)22-5506 

 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和８年５月26日 

契約担当者                  

兵庫県立神崎高等学校長 木 村 一 成  

１ 調達内容 

(1) 調達物品及び数量 

県立神崎高等学校 特別教室空調設備リース 一式 

(2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

(3) 契約期間 

   賃貸借期間 令和８年11月１日（日）から令和21年10月31日（月）まで 

         ※令和８年10月31日（土）までに設置のこと 
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         ※賃貸借期間満了後、無償譲渡 

(4) 設置場所 

県立神崎高等学校 

神崎郡神河町福本488－１ 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

   入札書に記載する金額については、調達案件の設置に係る詳細設計、搬入設置調整に要する費用及び機

器設定に要する費用と(3)の期間における賃借料の合計金額を(3)の期間（156箇月）で月割りした１月当た

りの単価（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）とする。 

落札決定に当たっては、入札金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に

相当する金額で入札すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿 

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の 

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

  兵庫県出納局物品管理課 電話（078）341-7711 内線75787 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 参加申込みの期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225 

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該物品を第三者をして貸し付けようとする者は、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 

第三者をして貸付できる能力を有することを証明したものであること。 

３ 入札の参加申込み及び入札の方法等 

  入札は、県立神崎高等学校が電子入札システム未導入のため、従来の入札者立会による入札書の提出方式

により行う。 

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所

及び問合せ先 

〒679-2415 神崎郡神河町福本488－１ 

県立神崎高等学校 担当 事務室 

電話 0790－32－0209 ＦＡＸ 0790－32－0349 

         ホームページ https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kanzaki-hs/NC3/ 

(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期

間 

令和８年５月27日（水）から同年６月12日（金）まで（兵庫県の休日を定める条例（平成元年兵庫県条

例第15号）第２条に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後４時ま

で 

※ 郵便（書留郵便に限る。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便による場合は、申込み書類を封筒に入れて密封の上、その封皮に「入札参加申込」

と表記のうえ、宛名及び入札物件等を記入し、上記期間に必着のこと。 

(3) 開札の日時及び場所 

日時 令和８年７月６日（月）午後２時 

場所 県立神崎高等学校多目的教室（神崎郡神河町福本488－１） 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。 
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４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額に100分の10に相当する額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てるものとする。）を加算して得た額に賃貸借期間156箇月を乗じた金額）の100分の５

以上の額の入札保証金を令和８年７月２日（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代え

て提出すること。入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が契約希望金額の100分の５未満であると

きは、当該入札は無効となる。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り上げるものとする。）を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被

保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。 

また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札に関する条件 

ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参することにより行うこと。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納入されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す

保険期限まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札金額が分明であること。 

キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反して無効となった者以外の者 

(5) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類

に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

   要 

(7) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(8) 電子契約の可否 

本件は、電子契約手続の対象外とする。 

(9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1) Name and title of the head of the procuring entity: 

Issei Kimura, Principal of Kanzaki high school in Hyogo  

(2) Nature and quantity of the products to be purchased: 

 A lease agreement for Kanzaki high school in Hyogo air-conditioning equipment 

(3) Contract period:  

From November 1, 2026 to October 31, 2039  

(4) Deadline for the submission of tender application forms:  
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16:00 June 12, 2026 

  (5) Date and time of tender: 

14:00 July 6, 2026 by direct delivery 

(6) Person to contact concerning the notice: 

Ms.Okamoto, Kanzaki high school in Hyogo  

488-1 Fukumoto, Kamikawa-cho, Kanzaki-gun, Hyogo 679-2415  

TEL (0790)32-0209 
 

警 察 本 部 公 告 

 

入札公告 

 ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  令和８年５月26日 

契約担当者              

  兵庫県警察本部長 小 西 康 弘  

１ 調達内容 

(1) 購入物品及び数量 

   特種用途自動車（小型警ら車４ＷＤ）18台 

(2) 納入期限 

   令和９年３月31日（水） 

(3) 納入場所 

 契約担当者が指定する場所 

(4) 入札方法 

前記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の

日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

３ 入札の参加申込及び入札の方法等 

(1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

   〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

兵庫県警察本部総務部装備課車両管理係 

         電話（078）341－7441 内線2342 

  (2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間、入札説明書の交付期間 

   令和８年５月26日（火）から同年６月９日（火）まで（土曜日及び日曜日を除く。） 

   午前10時から午後５時まで 

 (3) 入札及び開札の日時並びに場所 
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   令和８年７月６日（月）午前11時 

   神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 兵庫県警察本部本館１階101会議室 

 (4) 入札書の提出期限 

前記(3)の入札及び開札の日時並びに場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者に

よる信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは

同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）等

による入札については、令和８年７月３日（金）午後５時までに前記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

   契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100分の５以上の額の

入札保証金を令和８年７月２日（木）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に契

約担当者を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を入札保証金に代えて提出

すること。 

 (3) 契約保証金 

   契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証券を契約保証

金に代えて提出すること。 

   また、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

(4) 入札者に要求される義務 

  ア 入札説明書に示す提出書類を令和８年６月９日（火）までに提出すること。 

  イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記アの証明書等に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(5) 入札に関する条件 

  ア 入札書は、前記３の(3)の日時及び場所に直接持参すること。ただし、郵送等による入札の場合は、令

和８年７月３日（金）午後５時までに、前記３の(1)の場所に必着のこと。 

  イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証券を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（令

和８年７月13日（月）まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に必要に応じて委任状を入札執行者に提出すること。 

  ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、前記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となったもの以外の者 

(6) 入札の無効 

   本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、申込書又

は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(7) 契約書の作成の要否 

   要作成 

(8) 落札者の決定方法 

 入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって財務規則第85条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

(9) その他 
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詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the bid announcement 

(1) Person in charge: 

Yasuhiro Konishi, Chief of Hyogo Prefectural Police HQ 

(2) Products to be purchased: 

Special purpose vehicle (small patrol car 4WD)  18 cars 

(3) Delivery period: 

March 31, 2027 

(4) Delivery places: 

The designated place by Chief of Hyogo Prefectural Police HQ 

(5) Deadline for the application forms: 

17:00 June ９, 2026 

(6) Deadline for bidding: 

17:00 July ３, 2026 by mail; 

11:00 July ６, 2026 by direct delivery 

(7) Secretariat: 

Equipment Division, Hyogo Prefectural Police HQ  

5-4-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8510 

TEL (078)341-7441 Ext. 2342 

 

 

 


